
報 告 第 １ 号  

 

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て  

 

地 方 自 治 法 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 別 紙 の と お り 専 決 処 分

し た の で 、 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 報 告 す る 。  

 

 

         平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ２ ６ 日 提 出  

 

              亀 山 市 長   櫻  井  義  之  

 

 

 

 

別  紙  

専 決 処 分 書  

 

 

 

 



専決第５号  

 

専決処分書  

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、次の事件を専決処分

する ｡ 

 

 

    平成２７年１月１４日専決  

 

        亀山市長   櫻  井  義  之  

 

印鑑登録業務中における物損事故に伴う損害賠償の額を定めるこ

とについて  

 

１  事 故 原 因 及 び 状 況  

平 成 ２ ６ 年 １ ２ 月 ２ 日 午 前 １ １ 時 頃 、戸 籍 市 民 室 員（ 臨

時 職 員 ） が 印 鑑 登 録 の 依 頼 を 受 け 、 登 録 原 票 に 押 印 す る

た め に 相 手 方 の 印 章 を 預 か っ た と こ ろ 、 手 を 滑 ら せ 当 該

印 章 を 床 に 落 下 さ せ そ の 縁 枠 を 破 損 さ せ た 。  

 

２  相 手 方 住 所 及 び 氏 名  

 

 

 

３  損 害 賠 償 の 額  

１ ７ １ ， ０ ０ ０ 円  
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